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定款一部変更に関するお知らせ 
 

当社は本日開催の取締役会において、2023 年６月 27 日開催予定の第 13 回定時株主総会に、

下記のとおり「定款一部変更の件」について付議することを決議いたしましたので、お知らせい

たします。 

  

記 

 

１．変更の理由 

「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」（令和３年法律第 70 号）の施行に伴

い、上場会社は、経済産業大臣および法務大臣の確認を受けた場合、定款に定めることによ

り、場所の定めのない株主総会（いわゆる「バーチャルオンリー株主総会」）を開催するこ

とができることとなっております。 

当社といたしましては、今後、感染症の拡大や天災地変の発生等により、株主総会を開催

する時点においてもその影響が継続しているか、継続していることが合理的に予測される

場合には、株主様の健康や安全に配慮いたしますと、場所の定めのある株主総会を開催する

ことが適切とは言えない場合がありうるものと考えており、感染症の拡大や天災地変の発

生等により、場所の定めのある株主総会を開催することが株主様の利益にも照らして適切

でないと取締役会が決定したときは、場所の定めのない株主総会を開催することができる

よう、現行定款第 13条（株主総会の招集）について所要の変更を行うものであります。 

なお、当社は、2023年３月 10 日付で定款の変更に必要となる産業競争力強化法（平成 25

年法律第 98 号）第 66 条第１項に基づく経済産業大臣および法務大臣の確認を受けており

ます。 

 

２．変更の内容  

変更の内容は次のとおりであります。 

 



（下線は変更部分を示します。） 

現行定款 変更案 

 

第３章 株主総会 

 

（株主総会の招集） 

第 13 条 当会社の定時株主総会は、毎年６月

にこれを招集し、臨時株主総会は、必要ある

ときに随時これを招集する。 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

第３章 株主総会 

 

（株主総会の招集） 

第 13 条 当会社の定時株主総会は、毎年６月

にこれを招集し、臨時株主総会は、必要ある

ときに随時これを招集する。 

2 当会社の株主総会は、感染症の拡大または

天災地変の発生等の不可抗力により、場所の

定めのある株主総会を開催することが、株主

の利益にも照らして適切でないと取締役会が

決定したときには、場所の定めのない株主総

会とすることができる。 

 

 

３．日程  

定款変更のための株主総会開催日  2023年 6月 27日  

定款変更の効力発生日       2023年 6月 27日 

 

以上 


